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菊
池
市
で
は
、
ご
み
の
減
量
化
の

一
環
と
し
て
生
ご
み
処
理
機
等
を
購

入
す
る
市
民
に
対
し
、
予
算
の
範
囲

内
に
お
い
て
補
助
金
を
交
付
す
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。

補
助
の
対
象
と
な
る
処
理
機
等

　

生
ご
み
を
堆
肥
と
し
て
再
生
処
理

す
る
容
器
お
よ
び
電
動
式
生
ご
み
処

理
機
で
あ
っ
て
、
耐
久
性
に
優
れ
て

い
る
も
の
。

補
助
の
対
象
者

　

菊
池
市
に
居
住
し
、
処
理
機
等
を

購
入
し
よ
う
と
す
る
市
民
。

補
助
率
お
よ
び
補
助
限
度
額

　

１
世
帯
処
理
機
等
１
機
に
つ
き
購

入
価
格
の
１
／
３
以
内
と
し
、
電
動

式
の
場
合
２
０
、０
０
０
円
、
そ
の

他
は
３
、０
０
０
円
を
限
度
と
し
ま

す
。
ま
た
、
補
助
の
金
額
は
１
０
０

円
単
位
と
し
１
０
０
円
未
満
の
端
数

は
切
り
捨
て
ま
す
。

提
出
書
類

• 

交
付
要
綱
に
定
め
ら
れ
た
申
請
書

お
よ
び
請
求
書

• 

購
入
者
お
よ
び
購
入
価
格
が
確
認

で
き
る
書
類
（
領
収
書
な
ど
※
レ

シ
ー
ト
は
不
可
）

• 

処
理
機
等
の
性
能
な
ど
が
確
認
で

き
る
カ
タ
ロ
グ
な
ど

• 

申
請
者
の
前
年
度
の
納
税
証
明
書

（
市
民
課
ま
た
は
各
総
合
支
所
民

生
課
発
行
の
も
の
）

そ
の
他

• 

平
成
19
年
度
（
４
月
１
日
）
よ
り

補
助
率
お
よ
び
提
出
書
類
な
ど
が

変
更
に
な
っ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
・
提
出
先

　

環
境
課　

ま
た
は　

各
総
合
支
所

民
生
課

　

熊
本
県
で
は
「
第
６
回
く
ま
も
と

エ
コ
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン
テ
ス
ト
」
に

参
加
す
る
家
庭
・
グ
ル
ー
プ
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

応
募
内
容　

地
球
温
暖
化
防
止
の
た

め
に
、
各
家
庭
や
グ
ル
ー
プ
で
省

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
省
資
源
に
取
り
組
み
、

環
境
に
や
さ
し
い
暮
ら
し
を
実
践
し

て
い
る
皆
さ
ん
の
取
り
組
み
内
容
や

そ
の
成
果
を
募
集
。

応
募
対
象
者　

熊
本
県
内
に
住
ん
で

い
る
人
お
よ
び
熊
本
県
内
に
通
勤
、

通
学
し
て
い
る
人
。

応
募
期
間　

４
月
30
日
（
月
）
ま
で

　

※ 

当
日
消
印
有
効
（
６
月
頃
表
彰

予
定
）

応
募
部
門　

フ
ァ
ミ
リ
ー
部
門　

ま

た
は　

グ
ル
ー
プ
部
門

そ
の
他　

応
募
方
法
・
応
募
用
紙
な

ど
の
詳
細
は
、
熊
本
県
ま
た
は
熊
本

県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.pref.kum

am
oto.jp

）

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
・
応
募
先　

熊
本
県
環

境
政
策
課
環
境
立
県
推
進
室
「
く
ま

も
と
エ
コ
フ
ァ
ミ
リ
ー
係
」

　

☎
０
９
６
（
３
３
３
）
２
２
６
６

　

児
童
セ
ン
タ
ー
で
は
、
保
育
園
・

幼
稚
園
に
通
っ
て
い
な
い
乳
幼
児
と

そ
の
保
護
者
を
対
象
に
、
毎
月
２
〜

３
回
の
割
合
い
（
水
曜
日
）
で
子
育

て
支
援
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
す
く
す

く
ク
ラ
ブ
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

親
と
親
が
出
会
い
、
遊
び
な
が
ら
、

子
育
て
に
つ
い
て
気
軽
に
話
し
た
り

で
き
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
場
と

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
時
で

も
、
お
友
だ
ち
同
士
で
遊
び
に
き
て

み
ま
せ
ん
か
？

　

広
い
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
、
三
輪
車

や
ボ
ー
ル
遊
び
も
で
き
ま
す
。

利
用
時
間

• 

午
前
10
時
〜
正
午

• 

午
後
１
時
〜
５
時

※
日
曜
、
祝
日
除
く

※ 

月
に
よ
っ
て
は
変
更
に
な
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
毎

月
の
「
広
報
き
く
ち
」
の
行
事
予

定
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

児
童
セ
ン
タ
ー

　

☎
（
24
）
３
４
７
２

児
童
セ
ン
タ
ー
に

遊
び
に
き
ま
せ
ん
か
？

　熊本さわやか長寿財団では、平成 19年度も熊本県高齢
者スポーツ・文化の集い「シルバー作品展」および「シル
バー囲碁・将棋大会」を開催します。
●シルバー作品展
参加資格　県内在住で、60歳以上（昭和 23年４月１日
以前生まれ）の人
出品作品
• 出品部門は日本画、洋画、写真、書、彫刻、工芸部門
• 出品者により創作されたもので、他の作品コンクールな
どに出品したことのないもの
• １人１点
申込期間　４月９日（月）～６月 29日（金）
作品搬入日　７月 24日（火）
　　　　　　午前 10時～午後３時（時間厳守）
展示期間　８月 21日（火）～８月 26日（日）
会　場　熊本県立美術館分館
出品料　500円（作品搬入日にお支払いください）
注　意　申込期間中は作品搬入の受付はしませんので、ご
注意ください。出品規格は、パンフレット、ホームページ
などでよく確認ください。

●シルバー囲碁・将棋大会
参加資格　県内在住で、60歳以上（昭和 23年４月１日
以前生まれ）のアマチュア
種　目
• 囲碁　男子上級の部（４段以上）、男子中級の部（３段・
２段）、男子初級の部（初段以下）、女子上級の部（初段
以上）、女子一般の部（初級以下）
• 将棋　上級の部（２段以上）、一般の部（初段以下）
申込期間　４月９日（月）～５月７日（月）
大会期日　６月 15日（金）
会　場　熊本市産業文化会館
参加費　500円
募集定員　囲碁 170 人（男子 140 人、女子 30 人）、将
棋 70人
※ 申込方法　所定の申込書により、郵送または FAXなど
で熊本さわやか長寿財団へ申し込みください。ホームペ
ージ（http://www.sawayaka.or.jp）からも申し込み
できます。
問い合わせ先　熊本さわやか長寿財団

☎ 096（354）3083

　

泗
水
、
住
吉
、
広
瀬
の
３
駐
在
所

を
統
合
し
て
新
設
し
た
「
菊
池
警
察

署
花
房
台
交
番
」
の
運
用
を
、
３
月

24
日
（
土
）
に
開
始
し
ま
し
た
。

　

交
番
員
６
人
が
２
人
に
よ
る
３
交

代
制
で
、
24
時
間
、
旧
泗
水
町
全
域

と
広
瀬
や
赤
星
な
ど
旧
菊
池
市
の
一

部
を
カ
バ
ー
し
ま
す
。

場　

所　

菊
池
市
泗
水
町

　
　
　
　

吉
富
３
２
４
１
‐
２

※
Ｊ
Ａ
菊
池
吉
富
支
店
南
側

名　

称

　

菊
池
警
察
署

　

花
房
台
（
は
な
ぶ
さ
だ
い
）
交
番

☎
（
38
）
２
１
１
０

問
い
合
わ
せ
先

　

菊
池
警
察
署

　

☎
（
24
）
０
１
１
０

菊
池
警
察
署
花
房
台
交
番

が
運
用
を
開
始
し
ま
し
た

　我が国における急速な少子化の進行などを踏まえ、若

い子育て世帯などの経済的負担の軽減を図る観点から、

３歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額が、第

１子および第２子について倍増し、出生順位にかかわら

ず一律月１万円となりました。

　なお、３歳以上の児童の児童手当の額、支給対象年齢

および所得制限限度額は現行どおりです。

０歳以上３歳未満の児童の養育者に対する児童手当
　　　　　（現行）　　　　　　　　　　　（改正）

第１子、第２子　月額５千円　→　月額１万円（倍増）

第３子以降　　　月額１万円　→　月額１万円

（現行どおり）

３歳以上（現行どおり）
第１子、第２子　月額５千円　

第３子以降　　　月額１万円　

施行日
　４月１日（日）

※拡充後の最初の支給月、平成 19年６月。

※ 今回の改正では、受給者から特段の手続きを行う必要
はありません。なお、平成 19年４月から３歳未満の
児童手当などの額は一律月額１万円となりますが、３

歳到達後の翌月からは、第１子および第２子の手当額

は５千円となります。

●児童手当制度の概要（平成 19年４月１日～）
児童手当制度の目的
　児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給

することにより家庭における生活の安定に寄与するとと

もに、次代の社会をになう児童の健全な育成および資質

の向上に資することを目的にしています。

児童手当制度のしくみ
支給対象
　児童手当は、12歳到達後の最初の３月 31日までの

間にある児童（小学校修了前の児童）を養育している人

に支給されます。ただし、前年（１月から５月までの月

分の手当については前々年）の所得が一定額以上の場合

には、児童手当は支給されません。

支給手続き
　児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者

が申請し、住所地の市区町村長（公務員は勤務先）の認

定を受けることにより、申請した翌月分から支給される

ことになります。

支給月額
•３歳未満　一律 10,000 円

•３歳以上　第１子・第２子　5,000 円

　　　　　　第３子以降　　　10,000 円

支払時期
　児童手当は、原則として、毎年２月、６月、10月に、

それぞれの前月分までが支給されます。

所得制限限度額
　所得制限限度額は、前年（１月から５月までの月分に

ついては前々年）の所得額で判定します。また、所得に

は一定の控除があります。なお、所得制限限度額は年に

よって変更されることがあります。具体的な所得制限限

度額は次のとおりです。
扶養親族
などの数

自営業者
（国民年金加入者）

サラリーマン
（厚生年金等加入者）

０人 460万円 532万円

１人 498万円 570万円

２人 536万円 608万円

３人 574万円 646万円

４人 612万円 684万円

５人 650万円 722万円

注１ ）所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老

人扶養親族がある人についての限度額（所得額ベー

ス）は上記の額に当該老人控除対象配偶者または老

人扶養親族１人につき６万円を加算した額。

注２ ）扶養親族などの数が６人以上の場合の限度額（所

得額ベース）は、１人につき 38万円（扶養親族な

どが老人控除対象配偶者または老人扶養親族である

ときは 44万円）を加算した額。

問い合わせ先　子育て支援課子育て支援係

児童手当制度

く
ま
も
と
エ
コ
フ
ァ
ミ
リ
ー

コ
ン
テ
ス
ト　

応
募
者
募
集

生
ご
み
処
理
機
等
の
購
入
に
対
し
て

補
助
金
の
交
付
制
度
が
あ
り
ま
す

熊本県シルバー作品展・シルバー囲碁・将棋参加者大会 出品者・
参加者募集

が拡充されました

４月１日から
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